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〇改訂にあたって 

 

このガイドラインは、令和６年３月に荒川区の保護者や学校、教職員に向けた、不登校について

の理解や対応についての在り方について紹介するために作成し、区内小・中学校全校に配布す

るとともに、デジタル連絡ツールにて保護者へ配信する等、不登校児童・生徒を支援するため広く

周知してきました。 

令和５年度の荒川区においては、不登校の児童・生徒数が４０９人となり、依然として増加傾向

は続いております。また、令和５年度の全国の国立、公立、私立の小・中学校における不登校の児

童・生徒も、約３４万６千人となり、過去最多となりました。荒川区では、学校復帰だけではなく、

「社会的自立」を目的とした支援を行っているため、不登校児童・生徒数の増減については、大き

な問題だと捉えていません。むしろ、学校内外で相談を受けていない児童・生徒数が高水準で推

移していることから、子どもたちが孤立し、不安定な状態が続いていることが、生徒指導上の喫緊

の課題であると考えています。 

荒川区では、「子どもたちとつながりを保つこと」と「子どもたちに寄り添い支援すること」を柱

とし、令和６年３月に作成した不登校支援ガイドラインを基に、登校サポートルームを区内全校に

設置したり、フリースクール等の補助金制度を創設したりする等、不登校児童・生徒とのつながり

を大切にするための様々な施策に取り組んできました。 

今回の改訂では、文部科学省や東京都教育委員会、北海道教育委員会、奈良教育大学等の

先行研究を参考に不登校支援について記載するとともに、令和６年度から新たに取り組んだ支

援事業等を追加し、荒川区の状況や取組、支援事業等を教員や保護者に伝わるようにまとめ、

荒川区の全ての子どもたちが将来への希望をもち、その可能性を伸ばしていけるようにするため

に、不登校の児童・生徒を学校・家庭・地域の大人たちが協働し、一人ひとりに応じた適切な支

援を行っていきたいと考え、改訂を行いました。 

このガイドラインを不登校児童・生徒や保護者、学校、地域の方々が共同の輪を広げながら

「チーム荒川」の支援ツールとして活用して頂きたいと切に願っています。 
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荒川区の不登校者数の推移
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〇不登校について正しく理解しましょう 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

〇荒川区の不登校等の状況 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

【不登校の定義】 

「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しない、ある

いはしたくともできない状況にあるため年間３０日以上欠席した者のうち、病気や経済的な

理由による者を除いたもの」と定義しています。 

【令和５児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査[文部科学省]より】 

 

 【不登校児童・生徒に対する支援の基本的な考え方】 

「不登校児童・生徒への支援は、『学校に登校する』という結果のみを目標にするので

はなく、児童・生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要

があること。また、児童・生徒によっては、不登校の時期が休養や自分を見つめ直す等の

積極的な意味を持つことがある一方で、学業の遅れや進路選択上の不利益や社会的自

立へのリスクが存在することに留意すること。」と文部科学省は通知しており、荒川区でも

同様に捉えています。 

【令和元年１０月２５日付「不登校児童生徒への支援の在り方について」[文部科学省]より】 

 

・不登校は、問題行動ではありません 

・不登校は、取り巻く環境等によって、どの児童・生徒にも起こりえること 

・多様な要因・背景の結果として不登校状態になっていること 

・不登校の児童・生徒が悪いという根強い偏見を払拭すること 

・不登校の時期が休養や自分を見つめ直す等の積極的な意味をもつこと 

・学習の遅れや進路選択上の不利益や社会的自立へのリスクが存在すること 
 
【参考】※義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成２８年１２月公布) 

※義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本方針(平成２９年３月) 

※不登校児童・生徒等への支援についての法律「教育機会確保法」って何？(令和５年１０月１７日文部科学省) 
※小学校学習指導要領(平成２９年告示)解説 総則編 

 

 

・荒川区の不登校児童・生徒数は近年増加傾向にある。 

・主たる理由としては、「学校生活に対してやる気が出ない。」、「生活リズムの不調」、「不安

や・抑うつ」等となっている。 
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〇不登校からの回復の道のり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

【混乱期】 初期…不安や焦りなどがありつつも、これまでの自分を維持しようとしている。 

中期…思うようにいかずにイライラし、どうすればよいか混乱する。 

後期…不安や焦り、怒りなどからくる混乱状況に疲れ、自暴自棄になったりする。 

【低迷期】 初期…混乱しないで済むように、不安や焦りから避け、少しでも安定を望む。 

中期…将来への不安を感じ、周囲に対し疑心暗鬼になる。 

後期…安定から物足りなさを感じる。動きたい衝動に駆られるが迷いも生まれる。 

【回復期】 自分を励まし、頑張ろうとする。登校意欲が生じ社会とのつながりを求める。 

【平成３０年１２月「児童・生徒を支援するためのガイドブック」[東京都教育委員会]より】 

 

東京都教育相談センターは平成３０年１２月「児童・生徒を支援するためのガイドブック」において、「不

登校からの回復の道のりは、その様相や期間など、一人ひとり違っており、決して一様ではありません。し

かし、一般的にその状態は大きく３つの時期に分けることができます。」と示しています。以下に示す図

は、東京都教育相談センターが対応した不登校の相談から、子どもの心の揺れ動きを捉え、それぞれの

時期における対応のポイントを整理したものです。不登校になってしまった子どもが、どのような状態に

いて、どのような対応をしたらよいかを考える１つの参考にしてみてください。 

※「混乱期」、「低迷期」、「回復期」は児童・生徒の心の状態のことであり、「回復」とは

学校復帰を意味するものではありません。 
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〇欠席の状況等に応じた対応（例） 

児童・生徒の様子 
学  校 

学級担任等 組織対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●学業不振 

●本人の課題 

●友人関係のトラブル 

●学校不信（教師等） 

●親子関係 

●家庭環境      等 

  

 

・本人や友人、保護者からの聞き取り 

・各種アンケート調査の振り返り 

 

  

・養護教諭、生活指導主任教諭等に相談 

・校長、副校長に報告 

 

 

・本人、友人からの情報（観察・面談等） 

・教員間の情報 

（同学年、前担任、養護教諭、スクールカウンセ

ラー、スクールソーシャルワーカー等） 

・保護者からの情報 

（電話、連絡帳、面談、家庭訪問等） 

●早期支援の感覚を

大切にする 

●教員間の連携 

 

 

 

 

状況に応じて実施 

・学年会 

・生活指導部会 

・教育相談部会 

・ケース会議 

・教育センターに報 

告（いじめの疑い） 

 

 

●病気欠席の中にも、不登校の兆

候があるかもしれない 

●先生等の連絡を受け、安心して

休み、また登校できる 

 

 

 ・本人、保護者と話す 

 ・学年主任、養護教諭、生活指導主任に報告 

（登校後には声を掛ける等の対応をする） 

 ・欠席の理由等の把握に努める 

●対応記録を作成 

 

 

 

●訪問等を受け、心配しながら待

っている先生等の気持ちが伝わ

ることで、安心して登校できる 

●学校からの連絡が煩わしい 

●学校と話したくない 

            

 

 ・本人、保護者と会い話すことを試みる 

 ・校長、副校長に報告 

 

 

 

 

 

 

●対応記録を作成 

 

 

 

●悩み等を抱え、心身のバランス

を崩しているかもしれない 

●先生等の連絡や訪問には反応

がある、もしくは無い 

●オンラインなら反応できる 

●学習活動に関心がある、もしく

は無い 

●無気力な状態 

 

 

・学級担任等は定期的なアプローチを行う 

（本人、保護者の様子を確認） 

 

 

・別室登校、学校からの授業配信（オンライン授

業）等の提案 

（本人、保護者とのつながりを大切にする） 

 

 

 

 

・登校後のスムーズな教室環境の準備等 

 

 

●対応記録を作成 

●登校支援シート 

 

●学習の保証 

≪学習プリント、学校

からの授業配信（オ

ンライン授業）等≫ 

●全校体制の支援 

心のサインの例 

□登校しぶりをする 

□遅刻、早退が多い 

□体調不良を訴える 

□休み明けに欠席が多い 

□表情が暗い 

□学校の話をしない、増える 

 

児童生徒理解 

学年主任等に報告・相談 

状況の把握 

対応策を協議 

授業日2日間連続欠席 家庭に電話連絡をする 

授業日3日間連続欠席 家庭訪問を行う（訪問前に学年主任に相談） 

授業日連続7日以上欠席 今後の指導方針・体制の確立（役割分担、情報共有、行動連携） 

ケース会議等を実施① 
学級担任、学年主任、養護教諭、生活指導主任、教育相談担当、校
長、副校長、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等
（各学校で構成されるメンバー） 

1週間ごとに、学年会等で状況確認 

学年主任等に報告・相談 

ケース会議等を実施② 

２週間後に状況の確認・共有 

今後の支援体制等の方向性の決定 
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第１章 不登校児童・生徒への支援メニュー 

１ 学校からの授業配信（オンライン授業）等 

（１）対象 
不登校児童・生徒及び不登校傾向(欠席日数が合計して７日程度)にある児童・生徒 

  ※病気やケガによる欠席や感染症による出席停止等を除く。 

 

（２）概要 

学校とのつながりを維持し、不登校の予防や復帰、早期支援を行うため、文部科学省が

示す要件を考慮しつつ、本区での指針の下、自宅等にて在籍学校から配信された授業や学

級担任やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等と面談を行います。一定の条

件を満たした場合は「出席扱い」とします。 

 

（３）申請方法 

①当該の児童・生徒本人または保護者より、学校教職員（管理職、学級担任、生活指導主 

任、養護教諭、教育相談担当教員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等）

に自宅での学校からの授業配信（オンライン授業）等を希望することを伝えます。 

②校長が学校からの授業配信（オンライン授業）等への参加を許可します。 

 

（４）学校からの授業配信（オンライン授業）等の内容 

①在籍学級から配信された授業をオンラインで受講します。 

      ※教科や単元によって配信できない場合もあります。 

②オンラインを活用して学級担任や教員等と面談を行い、学習状況や生活状況を把握し、 

今後の共通理解を図ります。 

  

（５）その他 

①学校からの授業配信（オンライン授業）等を始める場合には、事前に学校と打ち合わせを

行ってください。 

②出席扱いとするためには、原則、双方向での顔出しまたは、チャット等の会話により本人確

認を行ってください。 

③学校からの授業配信（オンライン授業）等が実施できた場合は、出席簿等に「オンラインに

よる出席扱い」と記載して記録してください。（要録作成時に転記に必要） 

④その他詳細は、７ページの「不登校児童・生徒が自宅において「ＩＣＴ等を活用した活動」を

行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについての指針」及び１７ページの「第２章 出

席の取扱いについて」を参照してください。 

 

 

 

 

 

教員・保護者向け 
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荒川区  

不登校児童・生徒等が自宅において「ＩＣＴ等を活用した活動」を行っ

た場合の指導要録上の出欠の取扱いについての指針 

 

○自宅での学習活動等も出席扱いにできる場合があります。 

荒川区では、不登校児童・生徒及び不登校傾向にある児童・生徒の学校復帰、不登校傾向の

児童・生徒が学校とのつながりを持ち続けていけるよう支援しています。 

その一環として、以下に示す「ＩＣＴ等を活用した活動」を行った場合は、指導要録上「出席扱

い」を認めていくため、本指針を策定しました。 

  

１ 対象となる児童・生徒 

不登校児童・生徒及び不登校傾向(欠席日数が合計して７日程度)にある児童・生徒 

 

２ 出席扱いできる活動等 

 以下に示す、(１)から(３)のいずれかの活動を行った場合には校長の判断により、指導要録上

出席の取扱いとすることができます。 

(１) 学校が配信する学校からの授業配信（オンライン授業）等に参加できた場合 

   ※原則、双方向での顔出しやチャット等の会話により本人確認が必要になります。 

(２) 本人と教員等とのオンラインで面談にて、学習状況や生活状況等を確認することができた

場合 ※本人確認については（１）同様  

(3)所属校の課業時間にバーチャル・ラーニング・プラットフォーム VLPに参加できた場合 

   ※上記の活動の状況を踏まえ、校長が総合的に判断します。 

 

３ 出席扱い等の要件・学習についての留意点 

(１) 保護者の方は、学校との間に十分な連携・協力し情報共有をしてください。  

(２) 学校が提供するＩＣＴ等を活用した学習活動を自宅で行ってください。  

(３) 本人の状況を考えながら、不登校改善に計画的に進めてください。 

(４) 学校からの授業配信（オンライン授業）等に参加できた場合には、「参加記録簿」に記入し

て学校に提出してください。 

 

  なお、活動の詳細等につきましては、ご本人の状況を踏まえ、まずは学校に相談してください。 
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学校からの授業配信及びバーチャル・ラーニング・プラットフォーム 

参加記録簿 

荒川区立        学校     年    組 名前 

【   月】 ※記入をして学校へ提出してください。 
※活動した日に記録をつけましょう。（保護者の方が記入しても構いません） 

活動、学習日 内容 ※（    ）に○をつけてください。 担任等確認 学校長確認 

/  

（  ）授業配信に参加 

（  ）オンライン面談に参加 

（  ）バーチャル・ラーニング・プラットフォームに参加 

（  ）その他（フリースクール等の機関に参加） 

  

/  

（  ）授業配信に参加 

（  ）オンライン面談に参加 

（  ）バーチャル・ラーニング・プラットフォームに参加 

（  ）その他（フリースクール等の機関に参加） 

  

/  

（  ）授業配信に参加 

（  ）オンライン面談に参加 

（  ）バーチャル・ラーニング・プラットフォームに参加 

（  ）その他（フリースクール等の機関に参加） 

  

/  

（  ）授業配信に参加  

（  ）オンライン面談に参加 

（  ）バーチャル・ラーニング・プラットフォームに参加 

（  ）その他（フリースクール等の機関に参加） 

  

【    月】の成果と反省 ※本人記入 

 

 

  

【    月】の目標 

 

  

  

保護者より 
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２ 登校サポートルーム 

 

（１）対象 

登校は可能だが何らかの理由で自身の教室で授業 

を受けることが難しい児童・生徒 

  

（２）概要 

学校内の対象児童・生徒の教室以外の場所（空き教室・保健室等）にて、学習等の教育

活動を行います。 

 

（３）申請方法 

①当該の児童・生徒本人または保護者より、学校教職員（管理職、学級担任、生活指導主 

任、養護教諭、教育相談担当教員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等）

に別室登校を希望することを伝えます。 

②校長が入室を認めます。 

 

（４）学習内容等 

①在籍学級から配信された授業をオンラインで受講します。 

②学級担任や支援員等と相談の上、読書や学習ドリル等の自習を行います。 

 

（５）その他 

①不登校の状態から学校に復帰するにあたり、学校に慣れるために使用することも可能で 

す。 

②登校サポートルームへの参加は、出席となります。 

③希望があれば、登校サポートルームでの給食喫食も可能です。 

④登校サポートスタッフが見守り支援を行っています。 

⑤登校サポートルームは入室できれば「出席」となります。 

⑥その他、詳細につきましては、各学校にお問い合わせください。 

【区内中学校の様子】※学校によって異なります。 
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３ 適応指導教室「みらい」 

（１）対象 

➀何らかの理由で、在籍校に登校することが難しい児童・生徒のうち、学校環境に似た環境 

で、小集団を中心とした教育活動を行うことを希望する児童・生徒 

➁在籍校の校長が必要と認め、かつ、本人及び保護者が適応指導教室への通室を希望す 

る児童・生徒 

➂荒川区在住または、荒川区立小・中学校に在籍する児童・生徒 

      ※私立小・中学校に在籍の児童・生徒も、荒川区在住であれば利用可能です。 

 

（２）概要 

➀教育センター内にある適応指導教室「みらい」にて、学校環境に似た環境で、小集団での 

学習等を進めます。 

➁退職教員等を中心に、教員免許保持者が学習の支援にあたります。 

➂学校復帰や児童・生徒の将来の社会的自立を目的としつつ、居場所としての機能も併せ 

あわせもちます。 

  ④適応指導教室「みらい」に登校した場合は、「出席扱い」となります。 

 

（３）申請方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入室までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者、児童・生徒 

➀ 保護者は学校（管理職・学級担任・養護教諭・特別支援教育コーディネーター・ 

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等）に、入室の意思を伝える。 

➁ 保護者は学校に、見学・面接等の希望日も併せて伝える。 

学 校 

➀ 校長が該当の児童・生徒に対して通室を許可する。 

② 校長は適応指導教室長に当該の児童・生徒の入室希望の意思を伝える。 

➂ 校長は適応指導教室長に児童・生徒及び保護者の見学・面接希望日を伝える。 

適応指導教室 

➀ 適応指導教室長は保護者の希望を基に、見学日・面接日を決定する。 

➁ 適応指導教室長は、校長に見学日・面接日を伝える。 

学 校 

➀ 学校（管理職・学級担任・養護教諭・特別支援教育コーディネーター・スクール 

カウンセラー・スクールソーシャルワーカー等）は、保護者に見学日・面接日を伝える。 
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※ 学校に入室の意思を伝える前に見学を希望する場合、また、学校に直接相談し辛い事 
情がある場合は、教育センターに直接お問い合わせください。【03（3802）5720】 

 
（４）学習内容 

➀国語、社会、算数・数学、理科、英語を中心に、基礎的・基本的な知識や技能の習得を、独 
自の時間割にそって学習します。 

➁必要に応じて小テストを行い、基礎・基本の学力を身に付けることを目指します。 
➂小集団による一斉学習を基本とするが、状況により、学年別指導や個別指導を行います。 

    ➃集団で行うビーチボールを中心として、毎日運動も行い、体力の向上とよりよい人間関係 
の構築を目指します。 

    ➄夏季休業中に学習教室を行い、夏休みの課題等に取り組みます。 
 
（５）バーチャル・ラーニング・プラットフォーム（ＶＬＰ）の運用 

①令和６年度より一定の条件の下でバーチャル・ラーニング・プラットフォーム（ＶＬＰ）の運用 
を開始しました。 

②オンライン上でつながり、居場所としての機能をもち合わせます。 
 
（６）その他 

➀通室期間は、始業式から修了式までとし、中学第３学年、小学第６学年は、卒業式前日ま 
でとなります。 

➁月曜日から金曜日まで開室しており、土・日曜日、祝日等は閉室となります。児童・生徒の 
状況に応じて、出席日を柔軟に選べます。 

   （＜例＞月・水・金曜日は「みらい」に、火・木曜日は在籍校に通う等といった対応も可能
です。） 

➂入室は年度限りです。年度末には全員が「みらい」を退室となり、在籍校に復帰し 
 ます。継続を希望する場合は、改めて面接を行う必要があります。 

    ➃不登校の状態から学校に復帰するに当たり、学校に慣れるために使用することも可能で 
す。 

    ➄午前、午後を通しての通室の場合は、お弁当の持参が必要となります。 
➅小学校第４学年以下の児童については、保護者または保護者に代わる方による 
登下校の付き添いが必要となります。 
※小学校第５、６学年の児童が一人で登下校する場合は保護者が申請書を 
適応指導教室「みらい」に提出する必要があります。 

➆適応指導教室「みらい」は、在籍校での「出席扱い」とします。 
➇詳細につきましては、各学校にお問い合わせください。 

 
保護者、児童・生徒 

➀ 保護者、児童・生徒は適応指導教室「みらい」に出向き見学・面接を実施する。 

② 保護者、児童・生徒は改めて入室の意思を適応指導教室長に伝える。 

適応指導教室「みらい」 

➀ 教育センター長は入室を認める 
② 適応指導教室長は、保護者・児童生徒と相談の上、入室日を調整する。 
   ※ 本人が最初に通室した日が、「みらい」受入日（入室日）となります。 

➀ 適応指導教室「みらい」から校長に入室希望ありの連絡をする。 

学 校 

適応指導教室「みらい」 

➀ 校長は入室申請書を作成し、適応指導教室「みらい」に送付する。 
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４ バーチャル・ラーニング・プラットフォーム（ＶＬＰ） 

（１）対象 

    区内公立小・中学校に通学し、不登校傾向にある児童・生徒 

 

（２）概要・目的 

   １人１台端末等を利用して、バーチャル・ラーニング・プラットフォーム(ＶＬＰ)による支援を行

う。仮想空間上でコミュニケーションや情報交換等を行い、「つながり」を維持することで在

籍校や「みらい」への登校、通室の意欲を高めるとともに、不登校児童・生徒の社会的自立

を目指す。 

 

（３）申請方法 

    申請書による申し込み制 

    ※申請書は荒川区ホームページからダウンロード 

するか学校へお申し出ください。 

 

（４）支援内容 

   ①コミュニケーション支援 

仮想空間上にアバター（自分の分身となるキャラクター像）を作成し、荒川区メタバース

（仮想空間）である「みらいルーム」に参加し、メタバースに参加した小・中学生とテキストチ

ャットやボイスチャット等によるコミュニケーションを図ることができます。区の職員や支援員、

都の支援員が管理運営し、コミュニケーションに参加したり、イベント等を企画したりしていま

す。 

 

②学習支援 

学習デジタルコンテンツを２種類用意しています。 

 ア 「デキタス」 

  ・学年や教科を選択して学習に取組むことが 

    できます。 

 

 イ 「みんなでプログラミング」 

   ・プログラミング、タイピング学習すること 

ができます。 

 

（５）出席の取扱い 

所属校の課業時間（午前８時から午後５時）にみらいルームに入室した場合は「出席扱い」 

とし、教育センターから学校へ連絡をします。なお、デキタス等の学習コンテンツのみの利用 

は、「出席扱い」とはなりません。 
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５ フリースクール   

 

（１）対象 

各フリースクールの要綱に基づきますが、一般に何らかの理由で在籍校に登校が難しい

児童・生徒 

 

（２）概要 

     一般に、不登校の児童・生徒に対して、学習活動、教育相談、体験活動などの活動を行っ

ている民間の施設を指します。 

 

（３）申請方法 

各フリースクールによって異なります。ご希望のフリースクールにお問い合わせください。 

 

（４）学習内容 

     各フリースクールによって異なりますが、学習指導要領に基づいた学校で学習する内容の

補習を行ったり、フリースクール独自のカリキュラムに基づいた学習を行ったりしています。オ

ンラインを活用した学習を行うフリースクールも増えています。 

 

（５）その他 

➀フリースクールに登校するにあたり、その授業料相当分に係る費用について、一定の要件

を満たすことを条件に補助金が受けられる制度があります。詳細につきましては、１５ペー

ジをご覧ください。 

➁フリースクールの出席の取扱いについては、一定の要件のもと、在籍校での「出 

席扱い」とします。詳細につきましては、１７ページをご覧ください。 
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６ フリースペース 

（１）対象 

各フリースペースの要綱に基づきますが、一般に何らかの理由で在籍校に登校が難しい

児童・生徒 

 

（２）概要 

      一般に、不登校の児童・生徒に対して、居場所を提供することを主たる目的とし、学習活

動、教育相談、体験活動、食事提供などの活動を行っている民間の施設となります。 

 

（３）申請方法 

各フリースペースによって異なります。ご希望のフリースペースにお問い合わせください。 

 

（４）学習内容 

各フリースペースによって異なりますが、居場所の提供を主としているため、学習活動を必

須としていないフリースペースも多くあります。個別にスタッフが対応してくれるフリースペース

もあります。 

 

（５）その他 

➀フリースペースに通うにあたり、その授業料相当分に係る費用について、一定の要 

件を満たすことを条件に補助金が受けられる制度があります。 

詳細につきましては、１５ページをご覧ください。 

②フリースペースの出席の取扱いについては、一定の要件のもと、在籍校での「出席扱い」

とします。詳細につきましては、１７ページをご覧ください。 

③荒川区教育委員会では、あらかわ子ども応援ネットワークと連携し、児童・生徒の支援

にあたっています。詳細につきましては、３０ページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ】 

荒川区社会福祉協議会 

荒川区ボランティアセンター 

電話： ０３（３８０２）３３３８ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： vorasen@arakawa-shakyo.or.jp 

〒116-0003 東京都荒川区南千住１-13-20 

あらかわ子ども応援ネットワーク 

http://www.kodomo-network.com/ 

 

 

http://www.kodomo-network.com/
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不登校傾向にある小学生や中学生の皆さんが、それぞれの特性にあった居場所（フリースクール等）を

確保し、不登校状態から社会的な自立への一歩を踏み出すための経済的支援として「荒川区フリースクール

等利用児童・生徒支援補助金」制度を開始しました。 

補助金額                                                  

 

児童・生徒一人につき 

 ２万円／月 を上限 

※令和 6年 4月利用開始分から対象 

【補助対象経費】 

利用料（入学金や施設関係料の類を除く）が補助対象です。 

※利用料とは、フリースクール等から定期的または利用の都度請求される料金のうち、

不登校児童・生徒に対する支援の提供に係る対価のことを指します。 

※１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とし、2 万円を上限としま

す。（複数通所している場合は、それぞれに支出する利用料の合計額） 

 

補助の対象者                                              

次のすべてにあてはまる方を対象とします。 

（１）荒川区内に住所を有し、かつ、荒川区立小学校または中学校に在籍する児童・生徒の保護者等 

（２）申請日の前 1年の期間内に概ね３０日以上、在籍する学校（以下「在籍学校」という。）に登校していない

児童・生徒の保護者等 

（３）月 1 日以上、在籍学校の授業時間内にフリースクール等に通所する不登校児童・生徒の保護者等（ただ

し、週３日以上開所している施設に通所していること。） 

（４）不登校児童・生徒が通所するフリースクール等の利用料を負担している保護者等 

（５）前年度分の個人住民税及び国民健康保険料を滞納していない保護者等 

提出方法・問い合わせ                                       

区 HP「フリースクール等を利用する児童・生徒への支援について」から各種申請書をダウンロードして申請

してください。詳しい申請の流れは、本紙裏面「申請の流れ」をご覧ください。 

 

郵送により受け付けます。（直接窓口での提出受付は行いません。）封筒に「フリースクール等利用児童・生

徒支援補助金申請書在中」と朱書きしてお送りください。 

※現在、電子申請サービスでの受付については準備中です。準備が整い次第改めて周知いたします。 

 

 

 

 

 

【URL】https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a050/kyouiku-seishounen/kyouikushien/hojyokinn.html 

                             二次元コードから読み取り 

                             ダウンロードできます。 

【提出方法】 

【お問い合わせ】 

 荒川区教育委員会教育センター教育相談係 

 TEL：03-380２-5720 

 

荒川区から 
フリースクール等を利用している児童生徒の保護者様へ 

         補助金制度のご案内です。（令和 6年度版） 

〒１１６－０００２ 荒川区荒川三丁目４９番１号  

荒川区教育委員会教育センター教育相談係 フリースクール等利用補助金交付担当 宛 

「フリースクール等利用児童生徒支援補助金申請書在中」 
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申請の流れ                        

 STEP１  交付申請書の提出 

【受付期間】 

●令和６年４月１日から９月３０日までに利用開始した方は、１０月３１日まで 

●令和６年１０月１日以降に利用開始した方は、その利用開始した月の翌月末日まで 

（ただし、令和７年３月以降に利用開始した場合は、令和７年３月３１日まで） 

【提出書類】 

①荒川区フリースクール等利用児童・生徒支援補助交付申請書（第 1号様式） 

②荒川区フリースクール等利用児童・生徒支援補助金に係る確認書（学校・教育委員会用） 

（第 2号様式） 

※②の「荒川区フリースクール等利用児童・生徒支援補助金に係る確認書（学校・教育委員会用）（第 2号様式）」

は、在籍学校の学校長の確認印をもらったうえでご提出ください。 

③フリースクール等と保護者等との間で交わされた契約内容が分かる書類の写し 

 

 STEP２  交付決定の受領 

     【交付決定となった方】 

区から「荒川区フリースクール等利用児童・生徒支援補助金交付決定通知書（第 3 号様式）」が届き

ます。交付決定となった方には別途、補助金振込に関する口座情報登録「登録申請書（債権者・納入

者）」の提出についてご案内をいたします。 

     【交付不決定となった方】 

区から「荒川区フリースクール等利用児童・生徒支援補助金却下通知書（第 4号様式）」が届きます。 

       

 STEP３  実績報告書・請求書等の提出 

     【対象区分及び提出期間】 

   ●令和６年４月１日から９月３０日まで利用分・・・・・１１月 1日から１２月２０日まで 

   ●令和６年１０月１日から１２月３１日まで利用分・・・・２月１日から３月２０日まで 

   ●令和７年１月１日から３月３１日まで利用分・・・・・・４月１日から４月１５日まで 

     【提出書類】 

①対象区分に係る荒川区フリースクール等利用児童・生徒支援補助金実績報告書兼請

求書（第６号様式） 

                 ②荒川区フリースクール等利用児童・生徒通所状況報告書（第 7号様式） 

※②の「荒川区フリースクール等利用児童・生徒通所状況報告書（第 7号様式）」は利用施設に  

作成をお願いした後、在籍学校の学校長の確認印をもらったうえでご提出ください。 

③荒川区以外の団体からの補助金額の確定または入金が確認できる書類の写し  

（ただし、該当がある場合のみ） 

④領収書やその他のフリースクール等利用に関する対象区分ごとの補助対象経費 

の金額が確認できる書類の写し 

 

STEP４  補助金額の確定、払い込み 

STEP３で提出された実績報告書等の審査した後、特段の不備等が無ければ、確定した補助金額を

指定口座（STEP２でご案内する「登録申請書（債権者・納入者）」で指定された口座）にお振込みし

ます。 
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第２章 出席の取扱いについて   

〇各支援の出席の取扱いについて 

各支援の出席の取扱いは以下のとおりとします。 

 

 

学校からの授業配信（オンライン授業）等については、学校が保護者と協議を行い、できる

限りの授業配信（オンライン授業）を行います。その上で配信した授業等に参加できた場合に

は「出席扱い」と認めます。この場合、オンライン中に本人の顔出し等や１単位時間中の参加確

認等は、必ず「本人確認」を行ってください。本人確認の方法については、原則、双方向での顔

出しまたは、チャット等の会話を行うことが必要です。 

さらに、「参加記録簿」等を参考にして保護者から参加記録表の提出を求めるなど出席確

認を確実に行ってください。 

 

 

 

児童・生徒が在籍校へ登校した場合は「出席」とします。 

 

 

 

  児童・生徒が適応指導教室「みらい」に登校できた場合は「出席扱い」とします。 

 

 

 

児童・生徒が学校の課業時間（午前８時から午後５時）に参加した場合には「出席扱い」と

判断します。ただし、ＶＬＰに参加せず、学習コンテンツのみの利用の場合には出席扱いとなりま

せん。出欠については学校が教育センターから送付するログを確認して判断しますが、子ども

や保護者から学校に参加記録簿を提出してください。参加記録簿は学校が学習の記録として

保存するとともに、学校と家庭がつながりを保つためのツールとし活用していきます。 

 

 

 

 

 

 

   フリースクール・フリースペースへの登校については、本人の「社会的な自立」を支援する方

針から、学習内容については幅広く取扱っています。そのため、学習している姿が望ましい姿で

すが、読書活動やゲームなどを行っている場合においても、「社会的な自立」に寄与する活動と

認められれば「出席扱い」と判断します。 

 

①学校からの授業配信（オンライン授業）

③適応指導教室「みらい」 

④ＶＬＰ（バーチャル・ラーニング・プラットフォーム） 

教員・保護者向け 

②登校サポートルーム 

⑤フリースクール・フリースペース 
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〇フリースクール・フリースペース等の「出席扱い」の可否の判断の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 校長は、学校からの授業配信（オンライン授業）等の指導に当たっている学級担任や担当者

から定期的な報告を受けたり、フリースクール・フリースペース等への登校について学級担任

等の教職員や保護者などを含めた連絡会等を開催したりして、その状況を十分に把握してい

ることが必要です。そうした状況を踏まえ、校長が、本人の社会的な自立を支援する方針を鑑

み、設置者である教育委員会と十分な連携をとって判断することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者・児童生徒 

➀ フリースクール等の通学・通室を希望する。 

➁ フリースクール等と手続きを行い、学校に通学・通室する旨を報告する。 

学 校（校長等） 

➀ 校長等は、訪問等を通して、「出席扱い」に相応しい活動内容であるかを確認する。 

相応しくない 

教育委員会（教育センター） 

➀ 教育委員会は、訪問等を通して、出席扱いに相応しい活動内容であるか 

を確認する。 

（★教育委員会の判断基準は「社会的自立を目指す活動」であるか） 

学 校 

相応しい 
➁ 「相応しくない」と判断した場合には、教育委員会に報告する。 

➀ 校長が最終判断をして、学校より保護者に報告する 

保護者 

※フリースクール等の参加を「出席扱い」とするためには、児童・生徒の利用先の団体が

出席の記録（形式自由）を作成し、保護者を通して定期的に学校に提出する必要が

あります。 
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〇指導要録における出欠の表記について 

不登校児童・生徒支援メニュー 出席取扱い 指導要録出席の記録 備考欄への記載 

①学校からの授業配信 

（オンライン授業）等 
出席扱い 出席日数として表記 

出席扱い：自宅に

おけるＩＣＴ等によ

る学習 

１１日 

②登校サポートルーム 出席 出席日数として表記 
 

③適応指導教室「みらい」 出席扱い 出席日数として表記 

出席扱い：適応指

導教室みらい通室

５７日 

④ＶＬＰ 

（ﾊﾞｰﾁｬﾙ・ﾗｰﾆﾝｸﾞ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ） 
出席扱い 出席日数として表記 

出席扱い：ＶＬＰへ

の参加２０日 

⑤フリースクール等への通所 出席扱い 出席日数として表記 

出席扱い：民間施

設〇〇における通

所４６日 

 

〇出席の取扱いに関するＱ&Ａ 

【学校が配信する授業等について】 

Ｑ1 「学校が配信する授業等に参加が確認できた」の時間的な条件はありますか。 

Ａ１ 本人の状況に合わせて、短時間の参加でも「出席扱い」とします。 

 

Ｑ２ オンライン中に本人の顔出し等や１単位時間中の参加確認等は必要ですか。 

Ａ２ 出席扱いとするためには、原則、双方向での顔出しまたは、チャット等の会話により本人確認

を行うことが必要です。また、参加記録簿等を参考に、本人、保護者と学校間で「学校が配

信する授業等」の参加状況を確認します。 

 

Ｑ３ 「本人とオンラインで面談を行うことができた」とはどのような場面を想定していますか。 

Ａ３ 本人とのつながりを維持するため短時間のオンライン面談にて、生活状況や今後の学習計

画を児童・生徒と教職員が一緒に考えること等を想定しています。 

 

Ｑ４ 「出席の取扱いには、上記の活動や要件について校長が総合的に判断する。」とはどういう

ことですか。 

Ａ４ 校長は、対面指導に当たっている学級担任や担当者から定期的な報告を受けたり、学級担

任等の教職員や保護者などを含めた連絡会を開催したりして、その状況を十分に把握して

いることが必要です。そうした状況を踏まえ、校長が、本人の社会的な自立を支援する方針

を鑑み、設置者である教育委員会と十分な連携をとって判断することとしています。 
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【フリースクール・フリースペース等について】 

 

Ｑ1 フリースクール・フリースペース等への登校についての施設的な条件はありますか。 

Ａ１ 民間施設のフリースクールについては、指導内容・方法、相談手法及び相談・指導 

体制が整備されていることを想定しています。 

 

Ｑ２ 読書活動やゲーム等の活動であっても「出席扱い」としますか。 

Ａ２ フリースクール・フリースペース等は、本人の「社会的な自立」を支援する方針から、学習内

容については幅広く取扱っています。そのため、学習している姿が望ましい姿ですが、しかし、

読書活動やゲーム等を行っている場合においても、他者との関わりを学ぶことを目的として

いたり、児童・生徒の状況に応じて現在は「通う」ことに意味があると認められたりする場合

は、「社会的自立」が認めることができれば「出席扱い」と判断します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 
〇フリースクール等の出席記録例 

フリースクール等の参加を「出席扱い」とするためには、児童・生徒の利用先の団体が作成する任意の

出席の記録を学校に提出する必要があります。 
[Ａパターン] 
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[Ｂパターン] 

【団体名】 
 

【参加者名】 
 

【   月】 ※記入をして学校へ提出してください。 
※活動した日に記録をつけましょう。（保護者の方が記入しても構いません） 

活動、学習日 主な活動内容 担当者確認 学校長確認 

/  

 

 

 

  

/  

 

 

 

 

  

/  

 

 

 

 

  

/  

 

 

 

 

  

/  

 

 

 

 

  

【    月】の成果と反省 ※本人記入 

 

 

  

【    月】の目標 

 

  

  

保護者より 
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第３章 保護者の皆さんへ        
 

 

〇お子さんが学校に行きたくないと言ったら  

お子さんが学校に行きたくないと訴えたときに、どうしてそう思うようになったのか、何か学校で

あったのかと不安になったり、お子さんに様々な願いや期待を抱いて一生懸命育ててきただけに、

子育てに自信を無くしてしまったりすることもあるかもしれません。しかし、お子さんも必死になって

いるにもかかわらず思うようにいかず、自分や周囲に対する苛立ちにさいなまれながら、何をどう

したらいいか分からず苦しんでいます。学校に行かないことによって、お子さんのストレスが軽減さ

れ精神的に安定することもあるかもしれません。 

まずは、保護者が焦らず、本人に寄り添い、必要な支援を考えていくことです。一人で悩まず、

家族そして学校や相談機関に相談してみましょう。家庭の様子や学校での様子を共有し、お子さ

んにとってどのような支援が適切なのか一緒に考えてもらいましょう。自分の思いを聞いてもらえ

ると、何だか心が軽くなって自然と落ち着くことがあります。 

学級担任や学年主任、養護教諭等の相談しやすい学校関係者への相談が第一歩です。 

 

 ＜ＳОＳの例＞ 

□遅刻、早退が増えた        □表情が暗い 

□休み明けに欠席が多い     □一人でいることが増えた 

□学校の話をしない         □登校をためらっている 

 

・学校では誰一人取り残さないよう、学級担任や学年主任、養護教諭、スクールカウンセラー（ＳＣ）

やスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）等がチーム学校として、子どもたち一人ひとりに徹底的に

寄り添いながら支援します。 

・お子さん、保護者と連携しながら家庭訪問など必要な支援を行います。 

・多様な学びの選択肢の一つである別室登校や学校からの授業配信（オンライン授業）等で学

びの支援を行います。 

 

１ 学校との連絡と対応  

お子さんが不登校になった際、保護者は学校のことで多くの困りごとを抱えることがあります。

ここでは学校との連絡の取り方や登校の仕方、定期考査、学校行事等について考えていきます。 

 

〇学校との連絡の取り方  

（１）欠席が増え始めた時期（初期） 

 学校を欠席し始めた頃、「今日は○○で欠席します。」と朝に保護者から学校へ連絡を入れたこ

とと思います。先生はどうも様子がおかしいなと感じている頃です。学校側には出来るだけ早くお

子さんが学校に行きしぶっていることを伝える必要があります。 

本章は令和元年８月に奈良教育大学次世代教員養
成センター 学校・地域教育支援領域が作成した「不
登校の理解と対応ガイドブック（第２版）」を参考に作
成いたしました。 

保護者向け 
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  段階やケース 対応 

お子さんが担任の先生と 

会うことができるとき 
・担任の先生にありのままを話す。 

・子どもが「登校が辛い」と感じていることを伝える。 

・放課後や空き時間等に担任の先生と学校で会うか、家庭訪問

を依頼する。 

（毎日ではなくてもよい。互いの負担のない程度にする。） 
お子さんが担任の先生と 

会うことができないとき 
・養護教諭、学年主任、管理職等の複数の先生たちに登校しぶ

りが起きていることを伝える。 

・お子さんが担任の先生と顔を合わせたくない状態であることを

伝えるとともに、今後、学校と保護者が連絡を取り合う窓口に

なる先生（担任を含む）を学校に伝える。 

・もし子どもとつながりのある大人（元担任、専科の先生、SC

等）やお子さんが会ってもよいと考える友達がいれば学校に

相談する。 

 

※学校と無理のない連絡の取り方について 

毎朝の欠席連絡は保護者にとって辛く大変な負担となることがあります。お子さんが登校でき

そうな日に、学校に連絡という方法もありますので、学校と相談してみてください。１週間に１回程

度等、（負担のない範囲で）定期的に保護者と学校の先生が連絡を取り合い、お子さんの近況

報告をしてみる等、学校と保護者がつながりを保てるとよいです。 

 

 

（２）欠席が数週間～数か月続いた時期（中期） 

 欠席が続くと先生の家庭訪問が子どもにとって「学校復帰の圧力」に感じ、辛くなることがあり

ます。しかし、学校との連絡や関係が途切れてしまうと保護者自身の不安が高くなる可能性があ

ります。「お子さんではなく、保護者が学校と連絡を取れていれば大丈夫」と割り切り、連絡を取り

合っていれば、学校も保護者も共に安心できます。連絡の方法もスクリレや電話、オンライン面談

等、様々な方法があるので、負担のない範囲で続けられるよう、学校と相談してみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

不登校のお子さんによっては、学校のカウンセリングには行くことができることもあ

ります。カウンセリングのためだけに学校に行くのもよいと思います。標準服に着替え

ることができない子も多くいます。学校と相談して標準服以外の服装でカウンセリン

グを受けに行くことも一つの方法です。 
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＜学校と話し合うポイント＞ 

登校する場所 

無理なく登校できる時間と日数 

時間割等の予定の連絡方法 

 

（３）欠席が数か月～数年続いた時期（後期～回復期） 

不登校が長期化するとお子さんは学校へ興味をみせることがあります。「クラスの友達はどうし

ているかな？」等とお子さんから話をすることがあります。登校への期待は高まりますが登校刺激

は少なくしたいものです。 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

２ 支援の内容や方法、「こんな時は…」  

（１）こんな登校の方法もあります！ 

好きな教科の授業にだけ出たり、部活や保健室・別室登校したりする等を組み合わせて個々の

子どもにとって無理のない時間割を組むことができます。また、登校サポートルームに通うこともで

きますので学校に相談してみましょう。 

 

【Ａさんの場合】 

月 火 水 木 金 

 

フリースクール等 

 

２・３校時の授業

にでる。その後、

保健室 

 

 

お休み 

２・３校時の授業

にでる。 

１校時の授業に

出る。その後、保

健室 

１２時頃下校 

 

１１時頃下校 １０時頃下校 

Ａさんは月曜日にフリースクール等に通っています。学校の授業は可能な範囲で参加し、授業

後に保健室に行くことが多いです。水曜日は自宅でゆっくり過ごし、週後半に備えます。Ａさんと

学級担任がコミュニケーションを密にとりながら、Ａさんの体調を最優先に考え過ごしています。 

 

 

 

 

 

 

 

徐々に登校できるように

なってきても焦ってはい

けません。無理を重ねる

ことは避けましょう！！ 
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【Ｂさんの場合】 

月 火 水 木 金 

６校時の授業に

でる。 

 

別室登校  

お休み 

６校時の授業に

でる。 

帰り学活にでる。 

部活動に参加 

 

ＶＬＰに参加 部活動に参加 部活動に参加 

Ｂさんは部活動には参加できたのでお昼以降を中心に登校しました。体調をみて部活動を早

退することもあります。授業は、学級担任や波長の合う先生の授業に参加し、それ以外の時間は

保健室や別室登校等で過ごします。事前に同学年の生徒や部活動生徒に周知することで徐々に

周囲の理解を得られて、学校に滞在する時間が長くなっています。 

 

（２）保健室・登校サポートルーム等を活用した登校について 

教室で過ごすことがしんどくなった場合は、学校のなかで自分の居場所を保健室や別室にす

ることもできます。学級担任や学年主任、養護教諭等に相談してみましょう。 

 

【登校サポートルーム（別室）】 

保健室は休み時間になると多くの子どもたちが来室することがありますが別室では落ち着いた

環境で先生と一緒に得意な教科を勉強することができます。限られた空間ではありますが少人

数でゆっくりと過ごすことができます。 

保健室や別室に登校している子どもたちが意欲的な気持ちになるには「教室にもどることをせ

かさない」「見守る」「子どもの好きな活動に共感する」「保健室や別室にいる時間を本人が決

める」こと等がポイントになります。 

 

（３）定期考査・部活動・行事等について 

【定期考査の受験等について】 

不登校傾向のお子さんの保護者から定期考査はどうしたらよいかというご相談が多くあります。

定期考査を受ける必要があるのか、お子さんの体調等を考慮し、見極めましょう。 

①学校で用意した別室で定期考査を受けることもできる 

定期考査というと、教室で受けなければならないと思いがちですが保健室や別室等で受

けることができます。結果の扱いについて事前に学校と確認していくとよいでしょう。 

②得意教科に限定して定期考査を受ける 

    定期考査を得意な教科に絞って受けることもできます。お子さんの体調を考慮して受ける

教科を検討しましょう。 

③完璧を求めない 

      定期考査を受けようと思っても上手くいかないこともあります。お子さんに完璧を求めない

ようにしましょう。 
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④作品や提出物が成績の評価に入ります 
      成績の評価は定期考査のみではありません。課題の提出物やワークブック、学習プリント、

作品等が成績評価の対象となります。成績については年度はじめの保護者会等で学校から
説明があることが多いです。各教科でどのようなものが成績評価の対象となるのか確認し
ておきましょう。また、一定の条件の下、不登校の児童・生徒が学校外（適応指導教室、フリ
ースクール、自宅等）で行った学習（デジタルドリルコンテンツ、授業の課題、学校で使用して
いる教材等）を加味して、成績を評価することができます。学習課題や提出の方法等につい
て学校と相談してみてください。 
ただし、学校が積極的に評価・評定を付けようと考えていても、中学校の場合、評価・評定

は通知表だけでなく成績一覧表や高等学校等への調査書等に記載するため、他のご家庭
や高等学校等が納得できる客観性・信頼性を確保することが前提となっております。評定を
行うにあたってどのような条件をクリアしなければならないのか、評定まで至らずとも、どのよ
うな評価であればお子さんの努力を認め励ますことにつながるのか、事前に学校とよく話し
合い、学校と家庭でお子さんを応援できるよう連携していくことが大切です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
【部活動等の参加について】 
不登校のお子さんが部活動をやりたいという場合は夕刻からの部活動にのみ参加することも
できます。その際、周囲の友達から「部活動にだけ来てずるい」とならないように、事前に学級担
任や部活動顧問に相談し周囲の理解を得るようにしましょう。 

 
【学校行事への参加について】 
運動会や修学旅行、校外学習、遠足等、学校ではたくさんの行事があります。その１つ１つの行

事に参加するべきか、参加できるか、保護者もお子さんも悩むことがあると思います。 
学校行事に参加するか否かはお子さん本人が決められるようにすることが一番です。行事をき

っかけに登校するお子さんもいます。一方、行事の話を始めると機嫌が悪くなるようであれば、無
理して参加する必要がありません。 
修学旅行等の学校行事に参加できたからといって、すぐに学校復帰できる訳ではありません。

学校行事に参加することで、その後、毎日登校出来るという期待はしないであげてください。焦ら
ないこと、無理をしないことが大事です。また、修学旅行等の費用がかかる学校行事については
キャンセル料について事前に学校と確認しておくことでトラブル防止になります。 
入学式や卒業式、合唱コンクール等は会場後方で参加することも可能な場合があります。不登

校傾向のお子さんの卒業式を校長室にて少人数で実施することもあります。全て完璧に参加する
のではなく、お子さん一人ひとりに合った参加方法を学校に相談してみましょう。 

大切なことは「全部完璧にこなすのではなく、今やれることをや
る」と楽な気持ちで考えることです。定期考査や成績にこだわ
らずに学習に取り組む元気を失わないようにしましょう。 

 

[オンライン授業に参加] 

[学校から出た課題を 

家庭で取り組む] 

 

[民間施設の 

学習状況を 

学校に報告] 

[学校学習の取組を 

学校に提出] 
[取組例] 
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３ 教育センターによる支援体制等  

・教育相談室にて、電話相談や来所相談を行い、保護者の不安を和らげるよう、カウンセラーが

対応します。 

・適応指導教室「みらい」にて、子どもたち一人ひとりに合わせた個別学習を行っており、授業日

であればいつでも見学が可能です。 

・あらかわ子ども応援ネットワークと情報共有を行いながら互いに連携した支援を行っています。 

・令和６年度に適応指導教室「みらい」に登録している子どもたちの中で、通室が困難な場合に

おいて、インターネット上の仮想空間（ＶＬＰ）に登校できる仕組みがあります。 

・令和６年度より保護者どうしが不安や悩みを共有できる保護者の会を開催しています。 

・令和６年度より登校サポートルーム（別室登校）の支援員を各校に配置するとともに、登校時の

アウトリーチ支援及び相談を実施しています。また、お子さんに合った支援がなされても、何か

が変わるまでには、時間がかかることもあります。お子さんの不安の軽減を第一に考えましょう。 

 

 

 

 

 

年に一度、不登校児童・生徒の保

護者を対象に情報交換の場を設けて

います。 

お子さんのことに関する悩みや不

安を抱える保護者同士で話し合い共

有しましょう。 

参加した保護者からは、 

「似たような悩みを抱える保護者と   

情報交換できて安心しました。」 

「私一人で悩んでいたが、不登校  

の子どもを抱える親同士で話すこ 

とができてよかった。」等 

感想をいただきました。令和７年度

に実施する予定です。 

詳細は後日スクリレでお知らせい

たします。 

 

 

 

 

 

 

不登校保護者ミーティング 

＜参考＞令和６年度の不登校保護者ミーティングのチラシ 
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〇荒川区教育相談室 

教育に関する様々な相談を受け付けています。お気軽にお電話ください。 

受付時間：月～金曜日 

午前９時～午後５時（祝、休日、年末年始を除く） 

電話：03-3801-4338 

 
〇スクールカウンセラー（ＳＣ） 
区立小・中学校全校に配置された区スクールカウンセラーと都スクールカウンセラーが、学校

の相談スペース等で子どもたちや保護者の方からの相談に応じています。利用可能な日時は各

学校にご確認ください。 

子どもたちの心のケアやストレスの対処法などを相談できる心理の専門家です。子どもたちは

もちろんのこと、保護者も相談ができます。区立幼稚園、小中学校に巡回相談を行っています。 

主な資格等 臨床心理士、公認心理師等 

手法 カウンセリング（心のケア） 

 

 

主な業務内容 

①児童生徒へのカウンセリング 

②教職員及び保護者に対する助言・援助 

③児童生徒についてのアセスメント 

④校内研修、教育プログラムの実施 

⑤その他、各学校の教育相談において必要と認められるもの 

 

〇スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ） 
 社会福祉等の専門的な知識や技術を用いて、子どもたちが置かれた環境に働き掛けたり、関

係機関等とのネットワークを活用したりして、課題を抱える子どもたちに支援を行います。利用可

能な日時は各学校にご確認ください。 

子どもたちやその保護者に福祉・医療的な支援が必要な場合に、福祉の窓口につなぐ福祉の

専門家です。区立中学校に配置し、近隣の小学校を巡回しています。 

主な資格等 社会福祉士、精神保健福祉士等 

手法 ソーシャルワーク（置かれた環境への働きかけ） 

主な業務内容 ①児童生徒が置かれた環境への働きかけ 

②関係機関等とのネットワークの構築、連携・調整 

③学校内におけるチーム体制の構築、支援 

④保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供 

 
〇適応指導教室「みらい」 
  学校を休みがち、あるいは学校に行けない子どもたちのうち、小集団での指導が適切と思われ

る子どもたちに、将来の社会的自立や在籍校への復帰を目的に学習やスポーツ等の活動の場

を提供しています。利用希望の方は各学校にご相談ください。 

 

 

相談先・支援機関など 
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４ その他 子育て全般に関する相談機関  

〇子ども家庭総合センター 

荒川区子ども家庭総合センターは、子育てに関するあらゆる相談に対応する専門の相談機

関です。子育てのことで悩んだり、身近に心配な子どもがいたりしたら、ご相談ください。 

受付時間：月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く） 

午前８時３０分～午後５時１５分 

電話：03-3802-3765 

 

 

〇若者相談「わっか」 

    荒川区若者相談「わっか」は、様々な悩みや不安を抱える若者が気軽に話せる相談先です。

相談員が若者一人ひとりの悩みを伺い、適切な支援機関につなぐお手伝いをします。どんなこ

とでもかまいません。お気軽にご相談ください。   

受付時間：月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く） 

正午～午後８時 

電話相談：0120-101-911（フリーダイヤル） 

メール相談：wakka@ml.city.arakawa.tokyo.jp 

LINE を活用したチャット相談： 

ＵＲＬ：https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a036/kyouiku-  

seishounen/seishounen/wakamonosoudan.html  

  

 

 

 

〇あらかわ子ども応援ネットワーク 

荒川区では子どもをサポートする活動が手をつなぎ、「あらかわ子ども応援ネットワーク」を

つくっています。 

子どもだけでなく、地域の多世代が集まり一緒に食事をしたり、学習をサポートしたり、不登

校の子どもたちをサポートしたり、シングルママ、シングルパパたちの応援をしたりと活動が広

がっています。 

ＵＲＬ：http://www.kodomo-network.com/  
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